
社会福祉法人に対する指導監査方針
平成１９年６月７日策定
平成１９年６月７日施行

高知県社会福祉法人等指導監査実施要綱第８条第１項の規定により、平成１３年７月２３日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知（社会福祉法人指導監査要綱）及び過去の指導監査結果を踏まえ次に掲げる指導監査事項に基づき実施する。

	主　眼　事　項
	着　眼　点

	Ⅰ　組織運営

１　定款

２　役員

（1） 定数・現員

（2） 選任・任期

（3） 適格性

３　理事

（1） 定数

（2） 適格性

（3） 代表者

４　監事・監査

５　理事会

（1） 審議状況

（2） 記録

６　評議員・評議員会

Ⅱ　事業

１　事業一般

２　社会福祉事業

（1） 運営状況

（2） 事務手続

３　公益事業

（1） 必要性

（2） 剰余金が出た場合の処分

４　収益事業

（1） 必要性

（2） 事業内容

（3） 収益の処分

Ⅲ　管理

１　人事管理

（1） 任免関係

（2） 職務関係

２　資産管理

３　会計管理

（1） 予算

（2） 会計処理

（3） 債権債務の状況

（4） 決算及び財務諸表

（5） その他

４　その他
	１  定款準則に準拠しているか。
 ２　定款の変更が所定の手続きを経て行われているか。

 １　欠員が生じていないか。
 １　役員の選任手続が、定款の定めに従い行われているか。
 ２　役員の任期が明確になっているか。また、補欠の役員

　 の任期は、前任者の残任期間となっているか。
 ３　評議員会を設置しなければならない場合は、評議員
　 会において役員を選任しているか。

 １　欠格事由を有する者が選任されていないか。
 ２　関係行政庁の職員が法人の役員となっていないか。
 ３　実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任さ
　 れていないか。
 ４　地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に
　 理事長に就任したり、役員として参加していないか。
 ５　役員の報酬は勤務実態に即して支給しているか。
   また、役員報酬規程等を整備した上で支給されてい
　 るか。

定数は、６名以上となっているか。

 １　各理事について、親族等の特殊の関係のある者が定
　 款に定める数を超えて選任されていないか。
 ２　当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に
　 関連する業務を行う者が理事総数の３分の１を超えて
   いないか。
 ３　社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域
   の福祉関係者が理事として参加しているか。
 ４　当該法人の経営する社会福祉施設の長等が１名以上参
　 加しているか。
     ただし、評議員会を設置していない法人にあっては、

施設長等施設の職員である理事が理事総数の３分の１

を超えてはならないこと。

 １　理事長は、各理事の意見を十分に尊重し、理事会の
   決定に従って法人運営及び事業経営を行っているか。
     なお、代表権の制限を行う場合には、組合等登記令
   （昭和３９年政令第２９号）に基づき、その内容を登
   記しているか。
 ２　代表権を有する理事が複数いる場合には、各理事と
　 親族等の特殊な関係にある者のみが代表権を有する理
   事となっていないか。
 ３　理事長の職務代理が指名されているか。

 １　理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務
   を兼任していないか。
 ２　１人は社会福祉法第４４条に規定する財務諸表等を
   監査し得る者であるか。
     また、１人は社会福祉事業について学識経験を有す
   る者又は地域の福祉関係者が加わっているか。
 ３　他の役員と親族等の特殊の関係がある者でないか。
 ４　当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に
   関連する業務を行う者ではないか。

 ５　理事の業務執行の状況、当該法人の財産の状況、特
   に当該法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び
   収支計算書について毎年定期的に十分な監査が行われ
   ているか。
 ６　財産状況等の監査は、公認会計士、税理士等による
   外部監査の積極的な活用が図られているか。

特に、資産額が１００億円以上若しくは負債額が５０

億円以上又は収支決算額が１０億円以上の法人につい

ては、その事業規模等に鑑み、２年に１回程度の外部

監査の活用を行なうことが望ましいものであること。

これらに該当しない法人についても、５年に１回程度

の外部監査の活用を行なうなど法人運営の透明性の確

保のための取組を行なうことが望ましい。
 ７　監査を行った場合には、監査報告書が作成され、理
　 事会、評議員会及び県に報告後、法人において保存さ
　 れているか。

 １　開催手続きが定款の定めに従って行われ、理事会が

定款に定める定足数を満たして有効に成立しているか。
 ２　議決が定款の定めに従って、有効に成立しているか。
 ３　理事会への欠席又は書面による議決権の行使が継続
　 している理事がいないか。
 ４　理事会の要議決事項について審議され、議決が行わ
　 れているか。

議事録は、正確に記録され、保存されているか。

１　評議員会を設けているか。ただし、次に掲げる事業の

みを行う法人については、この限りでない。

(１)　都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業

(２)　保育所を経営する事業

(３)　介護保険事業

 ２　評議員の定数及び現員は、理事の２倍を超えている
　 か。
 ３　各評議員について親族等の特殊の関係のある者が定
　 款に定める数を超えて選任されていないか。
 ４　当該法人に係る社会福祉施設の設備、運営と密接に
 　関連する業務を行う者が３分の１を超えていないか。
 ５　地域の代表が参加しているか。
 ６　評議員の選任、評議員会の開催、審議は定款の定め
   に従い行われているか。
 ７　評議員会の要審議事項については、原則として、あ
らかじめ意見を聴いているか。
 ８　評議員会への欠席が継続している評議員がいないか。

 ９　議事録は正確に記録され、保存されているか。

   　
 １　定款に記載されている事業が行われているか。
 ２　定款に記載されていない事業を行っていないか。

　（定款の変更を行う必要がない事業として所轄庁が認め

た事業を除く。）

 ３　公益的取組（公益事業の実施のほか、低所得者に対

するサービス利用料の減免等を含む。）が本来事業で

ある社会福祉事業に支障のない範囲において、積極的に

実施されているか。

 １  当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであ
   るか。
２　社会福祉事業を行うための必要な資金が確保されて
　 いるか。
 　　社会福祉事業の収入を公益事業（関係法令通知により

認められた事業を除く。）又は収益事業の支出に充て

ていないか。

 ３　関係機関との連絡が十分になされ、地域社会との協
　 調が図られているか。

 　 事業の開始、変更及び廃止等に係る所要の手続が遅滞
なく行われているか。

 １　社会福祉と関係を有し、公益性を有するものである
   か。
 ２　公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障
　 を来していないか。
 ３　事業規模が社会福祉事業に比べて過大なものとなっ
　 ていないか。

４  会計が、社会福祉事業及び収益事業と明確に区分さ
   れ、特別会計として経理されているか。

   　剰余金が生じた場合は、公益事業又は社会福祉事業の

経営に充てられているか。

 　　社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令第４条
 　各号及び平成１４年厚生労働省告示第２８３号に掲げる

ものに限る。（３）において同じ。）の経営の財源に充

てるために行われているものであるか。

１　収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を

来していないか。
 ２　事業規模が社会福祉事業に比べて過大なものとなって

いないか。
 ３　社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれのある
　 もの及び投機的なものでないか。
 ４　社会福祉事業用設備の使用又は社会福祉事業従事職
　 員の兼務により、本来の業務に支障を来していないか。
 ５　収益事業は、特別会計とされているか。
　　 
収益が社会福祉事業又は公益事業の経営に充てられて

いるか。

施設長の任免に当たっては、理事会の議決を経ている
か。

職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的

計画が立てられているか。

 １　基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用

財産は、明確に区分管理されているか。
 ２　基本財産（社会福祉施設を経営する法人にあっては、

社会福祉施設の用に供する不動産を除く。）の管理運用

は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収でき

るほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又

は利用価値を生じる方法で行われているか。

 ３　基本財産以外の資産（運用財産、公益事業用財産、収

益事業用財産）の管理運用にあたっても、安全、確実な

方法で行われているか。

 ４　株式の保有は原則として次の場合となっているか。

（1） 基本財産以外の資産の運用管理の場合。ただし、

あくまで管理運用であることを明確にするため、上

場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引

を通じて取得できるものに限る。

（2） 社会福祉法人において、基本財産として寄付され

た場合。これは設立時に限らず、設立後に寄付され

たものも含む。

（3） 上記（１）及び（２）の場合は株式の保有が認め

られるが、その場合でも、当該社会福祉法人が当該

営利企業を実質的に支配することがないように、そ

の保有の割合は、２分の１を超えてはならない。

５　株式の保有が認められる場合において、株式保有等を

行っている場合（全株式の２０％以上を保有している場

合に限る。）については、法第５９条の規定による現況

報告書と合わせて、当該営利企業の概要として、事業年

度末現在の次に定める事項を記載した書類を提出してい

るか。

（1） 名称

（2） 事業所の所在地

（3） 資本金等

（4） 事業内容

（5） 役員の数及び代表者の氏名

（6） 従業員の数

（7） 当該社会福祉法人が保有する株式等の数及び全

株式等に占める割合

（8） 保有する理由

（9） 当該株式等の入手日

（10）　当該社会福祉法人と当該営利企業との関係（人事、

取引等）

 ６　法人の財産（基本財産、基本財産以外の財産双方）に

ついては、価値の変動の激しい財産、客観的な評価が困

難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が

財産の相当部分を占めないようにしているか。

 ７　法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産は、

全て基本財産として定款に記載されているか。
 　　また、当該不動産の所有権について登記がなされてい

るか。
８　基本財産を、県の承認を得ずに、処分し、貸与し又は

担保に供していないか。（独立行政法人福祉医療機構に

担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協

調融資に係る場合を除く。）
９  社会福祉事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理

され、処分がみだりに行われていないか。
 10　不動産を国又は地方公共団体から借用している場合は、

国又は地方公共団体の使用許可等を受けているか。
 11　不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用してい

る場合は、その事業の存続に必要な期間の利用権を設定

し、かつ、登記がなされているか。

 １  予算は、定款の定めに従い適正に編成されているか。
 ２　予算が適正に執行されているか。
    また、予算の執行に当たって、変更を加えるときは、
　  あらかじめ理事会の同意を得ているか。

 １　経理規程を制定しているか。
 ２　会計責任者が置かれているか。
　 　また、会計責任者と出納職員の兼務は避け､内部け
　　 ん制組織が確立されているか。
 ３　現金保管については、保管責任者が明確にされてい
   るか。

 １　借入金は、理事会の議決（及び評議員会の意見の聴取）

を経て行われているか。
　　 また、借入金が、事業運営上の必要によりなされた
　 ものであるか。
 ２　借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合
　 は、法人と寄附予定者との間で書面による贈与契約が
　 締結されており、その寄附が遅滞なく履行されている
   か。

 １　決算手続は定款の定めに従い適正に行われているか。
 ２　財産目録、貸借対照表及び収支計算書が整備され、
　 保存されているか。

 １　寄附金を募集する際には、関係法令の定めに従い行

われているか。また、寄附金が募集の際の使途に即し

て使用されているか。
 ２　社会福祉施設の利用者又は利用者の家族等に寄附金を強

要していないか。

 ３　社会福祉施設の利用者から預かっている金銭は別会
　　計で経理されているとともに適正な管理がなされて
　　いるか。

 １　法人が提供する福祉サービスの内容、法人の財務状
   況等について関係者に対する情報提供が適切に行われ
   ているか。
 ２　福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向
   上を図るための措置を講じているか。
 ３　福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取り組
   みが行われているか。

４　当該法人が登記しなければならない事項について

登記がなされているか。
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